
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には、退職手当、子ども手当（現：児童手当）を含まない。
      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数である。

(3)特記事項
（給与減額の状況）

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、
　 国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の
   俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し
       たものである。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が
       無いとした場合の値である。

千円

6,009

国の要請等を踏まえた減額措置の取組 減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由

実施

（給料）
一般職：一定割合を削減
　　　　　行政職給料表適用者の場合　６級以上▲4.00%、3～5級▲2.5%、2級以下▲1.00%
特別職：▲20%（平成20年4月1日から）

（手当）
管理職手当▲10%（平成25年4月1日から）及び時間外勤務手当等の給料月額等に連動する手当（期末・勤勉
手当を除く。）については、減額率に応じて減額。

平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日まで

抑　制　済　又　は　減　額　措　置　の　内　容

千円

5,652

千円

給　 料

24年度 人 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費職員数

283

　　　　　千円

1,150,017 415,559

24年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円人　

27,505 12,731,544

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（24年度末）

大月市の給与・定員管理等について

（参考）実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率

21.9

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

145,448 2,787,897

　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　　　％

23.3

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

一人当たり

給与費 B/A

23年度の人件費率

　　計　　Ｂ

区　　分

1,700,898

期末・勤勉手当職員手当

千円

　　　　　　Ａ

135,322

(H20.4.1) 

93.9 

(H20.4.1) 

95.4 

(H20.4.1) 

98.3 

(H25.4.1) 

102.1 

(H25.4.1) 

105.2 

(H25.4.1) 

106.6 

（Ｈ25.4.1） 

※参考値 

94.3 

（Ｈ25.4.1） 

※参考値 

97.2 

（Ｈ25.4.1） 

※参考値 

98.5 

(H25.7.1) 

99.2 

(H25.7.1) 

101.7 

(H25.7.1) 

104.0  

90 

95 

100 

105 

110 

大月市 類似団体平均 全国市平均 
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

うち学校給食員 歳 人 円 円 円

うち自動車運転手 歳 人 円 円 円

うちその他 歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

うち学校給食員 歳 円 円 円

うち自動車運転手 歳 円 円 円

うちその他

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成22～24年の3ヵ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので

　はありません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては、

　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

       ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間、外勤手当などのすべての　　　　　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

　　　３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定・臨時特例法によ

307,451

平均給与月額

345,809

（国ベース）

328,398

317,320

376,257

350,724

区　　分

国

民　　　間

272,119

45.0 10 310,859

平均給与月額

317,683

43.1

285,418

5,067,366 2,731,000

公　　務　　員

321,530

参　　考

-

平 均 年 齢

45.7

(286,850) (325,400)

職員数 平均給料月額
平均給与月額
　　　　　（Ａ） （国比較ベース）

大月市

山梨県 339,13643.2

324,362

44.0

(332,446)

307,220

類似団体

324,941

平 均 年 齢

379,706

-

平均給料月額 平均給与月額

43.2

363,034

417,943 376,656

309,534

315,905

民間（Ｄ）

5,060,011

302,506

3,646,600

－

-

大月市 49.2

区　　分

27 291,157 313,410

2

396,779

282,950

371,367

52.4 15 296,077 337,212

345,623

49.9 24 289,904

山梨県 49.8

国 49.9

142

類似団体

3,272

対応する民間
の 類 似 職 種

平 均 年 齢
平均給与月額
　　　　　（Ｂ）

Ａ/Ｂ
年収ベース（試算値）の比較

Ｃ/Ｄ公務員（Ｃ）

270,600

大月市 - - - -

1.17

-

区　　分

1.39

自家用乗用自動車運転手 55.8 209,500 1.52

調理士

1.86

44.3

- - -

　　　　で算出しています。

- - -

(405,463)

-

　　　　る給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。
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（2) 職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円 円

円

円 円 円

円

円 円 円

（注）１　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）

　　　　の値です。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）１　大月市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

(172,200)

(140,100)

28.7

7.9

構成比

47

14.6

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

高　校　卒

２　　級

主任

１　　級

３　　級

標準的な職務内容

主事

区　　分

高　校　卒

対象者なし

高　校　卒

主幹

４　　級

５　　級

６　　級

技能労務職

区　　　　分

技能労務職

一般行政職

137,200

9.8

　　　　　　　　％

15.9

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

16

4

主査

課長・室長・管理主幹

　　　　　　　　円

366,200

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

2.4

34

７　　級 部長等

133,418

172,200

大　学　卒

146,700

26

222,900

　　　　　　　　円

261,900

　　　　　　　　円

区　　　　　分

140,100

一般行政職 大　学　卒

大　月　市

163,987

主事補

国

-

最高号給の
給料月額

　　　　　　　　円

243,700

山　梨　県

　　　　　　　　人

13

職員数

　　　　　　　　人

24

276,600

379,200

　　　　　　　　円

185,800

　　　　　　　　円

144,500

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

1号給の
給料月額

　　　　　　　　円

135,600

20.7 289,200

　　　　　　　　円

320,600

401,000

　　　　　　　　円

423,000

　　　　　　　　円

308,100

　　　　　　　　円

456,600

355,000

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

388,600

　　　　　　　　円

経験年数１０年

255,600

209,100

経験年数２０年

356,500

303,900

178,800

高　校　卒

経験年数２５年

357,800

287,100

経験年数３０年

412,900

373,700

308,200

１級 

7.9% 
１級 

6.5% 
１級 

5.1% 

２級 

14.6% 
２級 

12.4% 

２級 

15.2% 

３級 

28.7% 
３級 

31.9% 

３級 

29.8% 

４級 

15.9% 
４級 

14.2% 
４級 

11.1% 

５級 

20.7% 
５級 

21.3% 
５級 

23.7% 

６級 

9.8% 
６級 

10.7% 
６級 

12.6% 

7級 

2.4% 

７級 

3.0% 

７級 

2.5% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

平成２５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
平成１８年度から人事評価制度の試行を開始し、勤務成績を昇給等に反映すべく導入準備を進めている。

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２４年度支給割合） （２４年度支給割合） （２４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

勤務成績に基づく昇給等への反映を図るべく、平成１８年度から人事評価制度の試行を行っている。

（2) 退職手当（平成２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特別措置　2～20%加算） （定年前早期退職特別措置　2～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２４年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (4) 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在）

千円

　円

　％

診療に従事する医師

30.4職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度）

病院に勤務する医師が医
学研究に従事した場合

月額30,000円～300,000円

月額26,000円

1.45

国

55.86

52,632

46.55 55.86

1,403

55.86

左記職員に対する支給単価

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算5～20%
・管理職加算10～25%

55.86

主な支給対象業務

山　　　　　梨　　　　　県

午後10時から翌日午前5時
まで勤務に従事した者

392,780

55.86

38.955

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算5～20%
・管理職加算10～25%

2.60

支給実績
（24年度決算）

12,622千円

27,215千円

１人当たり平均支給額（２４年度）

13,836 1,495

1.35

10種類

38.955

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

支給実績（２４年度決算）

23.0328.787523.03

0.65

大　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　市

1.45

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算5～20%

1.35 2.60

1.45

国

１人当たり平均支給額（２４年度）

0.65

46.55

32.83

1.35

大　　　　　月　　　　　市

2.60

55.86

32.83

19,597

1回　4時間以上 4,000円、2時間以
上4時間未満3,000円、2時間未満
2,000円

―

28.7875

0.65

医師診療手当

夜間看護手当

研究手当 2,236千円

手当の名称 主な支給対象職員

中央病院に勤務する医師

中央病院に勤務する看護師
及び介護福祉士並びに看
護補助員

中央病院に勤務する医師

4



 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成２５年４月１日現在）

円

円

円

円

専門看護師：月額5,000円
認定看護師：月額3,000円

中央病院に勤務する職員
月額30,002円以下の範囲で市長の
定める額

大月短期大学附属高校に
勤務する高校教諭等

火災、その他の災害に出動
し、消防活動に従事した職
員

1回500円

救急事故等に出動し、救急
業務に従事した職員

救急救命士 ：1回350円

一般職員士 ：1回200円

559,955千円

配偶者　13,000円

配偶者以外の扶養親族
ｱ）1人につき6,500円
ｲ）配偶者がいない場合は
　1人目11,000円
ｳ）満16歳年度初めから満22
　歳年度末までの間にある子
　1人につき5,000円加算

借家、借間の場合、家賃が
12,000円を超えたとき支給し、家
賃に応じて最高27,000円。

病院事業従事手当

救急出動手当

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

通勤手当

支 給 実 績 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

扶養手当

住居手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり支給実績

勤務を要しない日及び休日
並びに勤務時間外に待機
した者

日額2,400円

275,378

53,354

平均支給年額

千円

千円

（２４年度決算）

国の制度と
異なる内容

240,336

23,682

80,383

（２４年度決算）

自動車使用
の場合の距
離区分及び
支給額。
例:5Km以下
2,000円、１０
Km以下
4,100円。

支給額に対
して２０％を
減額

千円

管理職手当

対象職員に応じ500円～3,000円

187

中央病院に勤務する重感
染症の患者の救治に従事
する看護師

151

日額270円

内容及び支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

手　当　名

56,548

交通機関及び交通用具使用によ
り通勤する者等に支給。四輪自
動車等使用者として2Km以上
5Km未満3,000円、1Kmを超える
場合１Kmごとに５７０円を加算。

管理職員の給料表別・職務の級
別・職の区分べうに支給役職に応
じ　43,600円～66,400円を支給。

24,638

30,465一部異なる

異なる

66,874

国の制度
との異同

同じ

同じ

中央病院の看護師

中央病院に勤務する職員

待機手当

感染症従事手当

専門・認定看護師手当 中央病院の看護師

2,952千円

0千円

災害出動手当

学校の管理下において行
われる、部活動における生
徒に対する指導業務

中央病院に勤務する看護
師で専門・認定教育課程修
了者で日本看護協会が認
定した看護師

教員特殊業務手当

中央病院の医師、看護師等

0千円

6,131千円

1,476千円

0千円

0千円

消防本部若しくは消防署に
勤務する職員

消防本部若しくは消防署に
勤務する職員
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５　特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

810千円×在職月数×0.4（在任期間毎） 在任期間毎

640千円×在職月数×0.3（在任期間毎） 在任期間毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

15,552,000

9,216,000

議 長

報

酬

期
末
手
当

355,000

345,000

議 員

375,000

議 長

市 区 町 村 長

備　　　　考

副 市 長

副 議 長

副 市 長

議 員

3.05

　　（２４年度支給割合）

3.85

　　（２４年度支給割合）

副 議 長

427,500

給 料 月 額 等

950,000

（参考）類似団体における最高／最低額

区 分

市 区 町 村 長

給

料

648,000

512,000

640,000

280,000

810,000

市 区 町 村 長

副 市 長

431,000

503,000

退
職
手
当

750,000 512,000

260,000392,000

310,000
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６　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

△ 367

2

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

病院

小　計

水道

下水道

小　計

△ 8

275284

4

3

59

147

61

土木

普
通
会
計
部
門

衛生

教育部門

職 員 数

155

税務

一
般
行
政
部
門

162

[       651      ］

△ 9

[       651      ］ [ 　　０　   ］

138

20

合　　計 441

商工

16

70

26

8

20

計

農林水産

消防部門

平成２４年

49

4

49

4

平成２５年

民生

議会

1

△ 3

事業の縮小による減

事務事業見直しによる減

事務事業見直しによる減

事務事業見直しによる減△ 1

△ 2

18

12

14

対前年
増減数

主な増減理由

27

11

△ 2

事務事業見直しによる減

業務強化による増

7

17

0

0

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

総務企画

6

△ 1

0

業務強化による増

0

△ 4

17 事務事業見直しによる減

5

437

4

132

3

18

157

＜参考＞

58.08

退職職員不補充による減

△ 1

76.99

業務強化による増

（類似団体の人口１万人当たり職員数

53.44

＜参考＞

＜参考＞

（類似団体の人口１万人当たり職員数

99.98

158.88
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（2)年齢別職員構成の状況（平成２５年４月１日現在）

　

(3)職員の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

494人 482人 460人

161人 157人

-57

２５年

(単位 ： 人・％）

-36

-29

2

-63

6 3.8%

284人

70人 67人

158人

57人

451人 441人 437人

162人

59人 61人

338人 275人

82人 73人

公営企業等会計計 156人 157人

302人 290人

60人

部門別
２０年 ２１年 ２２年 ２３年

325人

60人

一般行政

教育

消防

２４年
年度

155人 147人175人

90人

普通会計計

163人 157人183人

96人

59人

過去５年間の
増減数（率）

(△19.7%)

(△30.2%)

3.4%

(△18.6%)

人

総合計 (△11.5%)

人

60

人

～

53

51歳

40

人 人人 人

322 15 18

23歳

～

52

59歳27歳 35歳

～ ～ ～

32歳

人
職員数

43歳 47歳

～

36歳24歳

39歳

41

20歳 40歳28歳

～

20歳

～

区　分

未満 31歳

人

60歳

以上

56歳

人 人 人

44歳

55 62 7

計

55歳

48歳 52歳

～～

人

437

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

構成比 

５年前の構成比 

% 
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７　職員の勤務時間

（1)勤務時間の状況（平成２４年４月１日現在）

①１週間の勤務時間
３８時間４５分

②一般職員の勤務時間

（注）勤務場所により始業時間、終業時間が異なるところがあります。

（2)一般職員の年次有給休暇の使用状況

平成2４年1月1日～平成24年12月31日の平均使用日数　　５．８日

（3)育児休業及び育児のための部分休業の取得状況

うち育児休業 うち部分休業

取得者数 取得者数 勤務取得者数

5 2

4 0

5 2 0

4 0 0

（注）「平成２４年度の取得者数」欄の上段は、平成２４年度に新たに取得した者です。
　　　下段は、平成２３年度以前から引き続き取得している者の人数です。

（4）介護休暇の取得状況（平成２４年度）

要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇で、

1日又は1時間を単位とします。

取得者数 2 人

（5)特別休暇

平成24年度の取得者数

そのつど必要と認める期間

2　官公署出頭休暇

3　骨髄提供休暇

5日以内

4　ボランティア休暇

女性

職員

1　公民権行使休暇

期      間

0

5　婚姻休暇

5日以内

特別休暇の種類

同上

同上

始業時間 終業時間 休憩時間

職員

12時00分

男性

育児

17時15分
～13時00分

部分休業

8時30分

育児休業

計 0

取得者数 取得者数 短時間勤務 うち育児短時間

11

5

16

平成2４年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員

育児休業等

対象者数

5

5
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８　職員の分限及び懲戒（平成２４年度）

職務上の義務違反又は怠慢

道路交通法規違反（酒気帯び運転）

及びその管理監督責任

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行

2 2 2 9 15

（注）対象職員は、一般職員に属する全ての職員です。

17　住居滅失・損壊休暇

18　非常災害交通遮断休暇

同上

同上

そのつど必要と認める期間

13　忌引

減給 停職 訓告 合計

20　生理休暇

同上

そのつど必要と認める期間。ただし、毎月2日を超え
ることはできない。

5日（養育する小学校就学の始期に達するまでの子
が2人以上の場合10日）以内

16　感染症まん延防止休暇

11　子の看護休暇

処分の種類

処分の事由
戒告

14　父母の祭日休暇

死亡者との続柄に応じて１日から７日の範囲

１から４週に１回

その分べん予定日前6週間（多胎妊娠の場合にあっ
ては、14週間、多胎妊娠以外の場合において必要
があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲
内で必要と認める期間を加算した期間）に当たる日
から分べんの日後８週間に当たる日での期間内

8　育児休暇

免職

19　交通機関の事故等による
　　不可抗力休暇

3日以内

9　配偶者出産休暇

1日。ただし、遠隔の地におもむく必要のある場合に
は、実際に要した往復日数を加算することができ
る。

15　夏季休暇

2日以内

10　男性職員の育児参加休暇 5日以内

1日2回それぞれ30分以内の期間

6　妊娠中又は出産後通院休暇

7　職員の分べん休暇

2 1

12　短期の介護休暇
5日（第15条第1項に規定する日常生活を営むのに
支障がある者が2人以上の場合10日）以内

合　　　　計

1 62

3

9

6
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９　職員の服務の状況（平成２４年度）

職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況
免除件数　　 78件

１０　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（1)職員の研修の評定（平成２４年度）

（2)職員の勤務成績の評定
業績・能力主義に基づく新たな人事評価制度を構築するため、検討中です。

１１　職員の福祉及び利益の保護の状況

（1)職員の健康診断の実施状況（平成２４年度）

（2)職員福利厚生会事業
会員及びその扶養親族の相互共済、福利増進等に関する給付及び貸付等を行っています。

この事業を行うのに必要な経費は、会員の会費、市の負担金（会費の１/１２）により賄われています。

福利事業費　　５，７００千円

１２　公平委員会の報告事項（平成２４年度）

勤務条件に関する措置の要求件数 ０件

不利益処分に関する不服申立て件数 ０件

財政運営 １人

研修内容の細分化を図り、自己啓発を主体とし
た研修を必要な時期に選択し、履修するための
研修

内容 受講者数

２３講座
７１人

人間ドック
正職員を対象に共済組合の人間ドックの受診
について、職員福利厚生会から一部助成を
行った

区分

項　　　目

７８人

受診者数

大月市立中央病院への業務委託により、職員
及び賃金職員を対象に実施

内　　　　容

３６０人定期健康診断

市町村職員中央研修所

出張研修「メンタルヘルス」 246人

山梨県市町村職員研修所研修
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